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１ 指定管理者募集の概要 

  前沢ふれあいセンターの設置趣旨に沿った管理運営を効率的・効果的かつ安定的に行う

ため、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第３項、奥州

市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平成18年奥州市条例第91号）及び

奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則（平成18年奥州市規則

第67号）〔参考資料２〕並びに奥州市前沢ふれあいセンター条例（平成18年奥州市条例第

121号。以下「条例」という。）及び奥州市前沢ふれあいセンター条例施行規則（平成18

年奥州市規則第81号。以下「施行規則」という。）〔参考資料３〕の規定に基づき、前沢

ふれあいセンターの管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。 

  本募集要項のほか、詳細については、前沢ふれあいセンター指定管理者仕様書（以下「仕

様書」という。）によるものとします。 

 

２ 対象施設の概要 

 (1) 名 称 

   前沢ふれあいセンター 

 (2) 所在地 

   奥州市前沢字七日町裏104番地 

 (3) 設置目的 

   地域の文化の向上及び福祉の増進を図る。 

 (4) 開設時期 

   平成２年６月 

 (5) 建物の構造 

   構  造：鉄筋コンクリート ４階建 

   敷地面積：8,775.1㎡ 

   延床面積：2,878.9㎡ 

 (6) 施設の内容 

   施設の内容その他詳細は、別紙「前沢ふれあいセンター概要書」を参照願います。 

 

３ 指定管理者が管理する施設の管理運営形態等 

 (1) 管理運営形態    

   本施設は、市が支払う指定管理料及び利用料金制の導入による利用料金により、管理

運営していただきます。 

  ア 利用料金制とは 

    一般的に、施設を利用したときの料金は、「使用料」として市の収入としています

が、利用料金制度は、市ではなく、その施設の指定管理者の収入とする制度です。 

    また、利用料金の額を、条例に定められた額の範囲内で、市長の承認を受けて指定

管理者が設定することとします。利用者が支払った料金は、指定管理者が自分の収入

として受け取り、施設の運営に充てることになります。 

  イ 利用料金等の設定について 

    利用料金は、条例第９条に定める範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て決定し

ます。料金の算定方法や納付方法の詳細については、応募時に提案していただきます。 
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  ウ 利用料金の減免について 

    利用料金の減免については、施行規則第８条を適用していただきます。 

（施行規則第８条第２項の規定により、市民等が利用する際は多くの場合が減免適用

となります。） 

  エ 利用料金の返還について 

    利用料金の返還については、施行規則第９条を適用していただきます。 

 (2) 管理基準 

  ア 休館日 

    条例第４条に規定するとおりとします。ただし、指定管理者が、市民サービスの向

上、利用者の利便性の向上に有効と判断するときは市長の許可を得たうえで休館日に

開館することができます。 

  イ 開館時間 

    条例第５条に規定するとおりとします。ただし、指定管理者が、市民サービスの向

上、利用者の利便性の向上に有効と判断するときは市長の許可を得たうえで開館時間

を変更し、又はアの休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができます。 

  ウ 使用の許可等 

    条例第６条に規定するとおりとします。（詳細は、仕様書に定めるとおり。） 

  エ 個人情報等の取扱・情報公開の推進 

    管理、運営の際に知り得た個人情報等については、個人情報の保護に関する法律（平

成15年法律第57号）、奥州市個人情報保護条例（平成18年奥州市条例第26号）及び奥

州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成18年奥州市規則第26号）に基

づき取扱いに十分注意し、職員に周知徹底を図ってください。それ以外のものについ

ては、奥州市情報公開条例（平成18年奥州市条例第17号）及び奥州市長が保有する行

政文書の開示等に関する規則（平成18年奥州市規則第17号）に基づき積極的に情報公

開に努めてください。なお、個人情報等の漏えい等の行為には、奥州市個人情報保護

条例に基づく罰則が適用される場合があります。 

  オ 目的外使用の基準 

    今回募集する施設は、市の財産の分類上、行政財産として区分されています。この

行政財産は、施設の設置目的又はその用途以外に使用することができません。ただし、

その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるとされており

ます。このことを行政財産の目的外使用許可といいます。この使用許可は、市長のみ

が行使できる権限であり、指定管理者が行うことはできません。 

    目的外使用許可の基準に該当する申請や疑義がある申請が直接指定管理者にあった

場合については、指定管理者が判断するのではなく、速やかに奥州市生涯学習スポー

ツ課へ引き継いでください。 

    指定管理者が、次に掲げる目的で施設を使用する場合は、目的外使用の許可を得て

ください。ただし、目的外使用に該当するかどうか疑義がある場合は、奥州市生涯学

習スポーツ課と協議してください。 

    ・ 指定管理者の業務の範囲以外で、自らの負担で自主事業等を実施する場合にお

いて、その内容が目的外使用に該当すると認められるとき。 
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    ・ 指定管理者が当該施設に利用者の利便を図る等の理由により、売店及び喫茶コ

ーナーの設置、物品の販売、自らの広告物掲示等を行うとき。 

    ・ 上記のほか施設の設置目的又は用途に反し施設を使用するとき。 

  カ 緊急時の対応について 

    施設の管理保全に努め、被害の拡大防止を図るとともに、開館時間内においては、

施設利用者の避難誘導等安全の確保に努めてください。（詳細は、仕様書に定めると

おり。） 

なお、本施設は、奥州市地域防災計画において第２次収容避難所の指定を受けてい

ます。避難所の運営については、別途締結する協定に基づき行うものとします。 

  キ 環境への配慮について 

    省エネルギー、リサイクルに配慮した環境にやさしい運営に努めてください。 

  ク その他 

    公の施設であることを認識し、公平な管理を行うとともに市民サービスの向上に努

めてください。 

    法、条例、施行規則及び関係法令を遵守し、適切な管理に努めてください。 

 (3) 指定管理者に代行させる業務等の範囲 

   条例第 14条に規定する業務とします。（詳細は、仕様書に定めるとおり。） 

 (4) 業務の推進体制 

  ア 勤務形態 

    各職員の勤務形態は、全体の業務に支障が生じないような勤務時間を設定するとと

もに、利用者の要望に応えられるものとすること（開館時間中は、原則として常時２

名以上の体制をとることとする。ただし、業務に支障が生じない対応が可能であれば、

２名未満とする提案も可とする。）。 

  イ 人員体制 

   (ｱ) 各業務を適切に遂行するため、必要な人員を配置すること。 

   (ｲ) 統括管理責任者は、本施設の管理運営に必要な知識・経験・力量を有する者を配

置すること。 

   (ｳ) 施設及び設備の管理担当者は、当該業務に精通した者を配置すること。 

   (ｴ) 消防法に基づく甲種防火管理者、防災管理者の資格、自衛消防組織の統括管理者

の資格を有する者及び建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理技術者の資格を有

する者を配置すること。また、本施設の管理運営業務に関わる法令、条例等で求め

られる資格を有する者を配置し、その従事者に対して専門的な知識や技能の向上等

の人材研修を行うこと。 

 (5) 権利義務の譲渡の禁止 

   指定管理者は、権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供するこ

とはできません。 

 (6) 業務の再委託の制限 

   指定管理者は、業務の全部、又は業務の主たる部分を第三者に委託することはできま

せん。 

   その他一部の業務の再委託については、事前に市長の承認を得なければなりません。

また、再委託に当たっては、競争原理や透明性の確保を図ってください。 
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 (7) 企画提案事業（施設設置目的に合致する事業） 

   指定管理業務 

    市の指定する指定管理業務として指定管理者企画事業を行っていただきます。利用

者サービスの向上や経費の削減が見込まれるような事業の企画提案を行っていただき、

事業に係る経費は指定管理料で賄うこととなります。 

 (8) リスク分担に対する方針 

   協定の締結に当たり、市が想定する主なリスク分担の方針は、以下のとおりです。 

   これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすい主なリスクについて、その方針を示

したものです。下記事項以外や疑義が生じた場合は、双方の協議によるものとします。 

リスクの分類 リスク項目 リスクの内容 
リスク負担者 

奥州市 指定管理者 

募集要項 

リスク 
関係書類の誤り 

募集要項等市が作成した書類の内容に関するもの ○  

申請書等指定管理者が作成した書類に関するもの  ○ 

議会リスク 指定議案の否決 指定管理者の指定議案が否決された場合の対応 ○  

制度関連 

リスク 
法令の変更 

管理業務に直接関係する法令の新設や変更によ

るもの 
協議事項 

経済リスク 物価・金利の変動 物価変動、金利変動による経費の増加 協議事項 

事業中止 

リスク 

指定期間満了以

前の事業中止 

市の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

維持管理 

リスク 

需要変動 

・施設競合 

施設競合による利用者・収入の減少や、当初の需

要見込みと異なる状況となった場合 
 ○ 

施設・設備・備品

等の損傷、修繕 

経年劣化によるもの（大規模なもの） 

※協定に定められた一定の額を超えるもの 
○  

経年劣化によるもの（上記以外のもの） 

※協定に定められた一定の額以下のもの 
 ○ 

管理上の瑕疵による損傷等  ○ 

施設の構造上の瑕疵による損傷等 ○  

行政的な理由に

よる事業の変更 

行政的理由から業務の全部若しくは一部を中止

した場合又は業務内容を変更した場合 
○  

業務の不履行 
指定管理者による協定書及び仕様書等の内容の

不履行 
 ○ 

施設の臨時休館 
管理上の瑕疵による臨時休館  ○ 

施設、設備等の不備や施設改修による臨時休館 ○  

セキュリティ 
警備不備による情報の漏洩や犯罪発生等  ○ 

上記以外のもの ○  

広報活動 
市広報媒体への掲載（広報おうしゅう、ＨＰ等）  市へ依頼 

その他の広報活動  ○ 

社会リスク 

第三者への賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者

に損害を与えた場合 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

周辺地域、住民、

利用者への対応 

地域との協調  ○ 

指定管理者業務内容、自主事業に対する地域、住

民、利用者等からの要望、苦情への対応 
 ○ 

施設設置に起因する住民等からの反対、苦情等へ

の対応 
○  

不可抗力 

天災・暴動等による履行不能 

※不可抗力＝暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火

災、争乱、暴動、その他市や指定管理者の責め

に帰すことができない自然的又は人的な現象 

協議事項 
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事業終了時の原状復帰 

指定管理期間の終了又は期間途中における指定

管理者の責めによる指定取消しの場合の原状復

帰等の費用 

 ○ 

 (9) 指定の取消し等 

   市は、指定管理者が以下のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。 

   ・ 関係法令、条例、施行規則又は協定書に基づく市の指示に従わないとき。 

   ・ 関係法令、条例、施行規則又は協定書に違反したとき。 

   ・ 募集要項の応募資格に不適合となったとき。 

   ・ 経営状況が著しく悪化するなど、公の施設の管理に重大な支障が生じるおそれが

あるとき。 

   このことにより生じた損害の賠償を、市は指定管理者に対し命ずることができます。 

 (10)モニタリングの実施 

  ア モニタリング 

    市は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保する

ため、次のとおりモニタリングを実施します。 

    指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしてい

ないと判断した場合、市は改善措置を講ずる等の指導を行います。 

    さらに必要な場合は業務の停止や指定を取り消すことがあります。 

   (ｱ) 事業報告 

     毎年度終了後に当該公の施設の管理業務に関し事業報告書を作成し、年度終了後

30日以内に市に提出していただきます。また、その月ごとの運営状況を把握するた

めの月次報告書を市に提出していただきます。必要に応じて、随時報告書を提出し

ていただくことがあります。 

   (ｲ) 状況確認 

     市は、随時指定管理業務の実施状況について、現地での確認等を行います。 

   (ｳ) 経営状況の把握 

     市は、指定管理者の直近の経営状況を把握するため、必要に応じて貸借対照表、

損益計算書などの書類を提出していただくことがあります。 

   (ｴ) 評価 

     本施設の管理運営状況についての評価を行うこととし、評価結果を市のホームペ

ージ等にて公表することとします。 

  イ 施設利用者のニーズ等の把握 

    施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケートの実施等により、施設利用者

の意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について市に報告して

いただきます。 

  ウ 帳簿類等の提出要求 

    監査委員等が奥州市の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者

に対し帳簿書類その他の記録を提出していただく等の協力を求める場合があります。 
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４ 指定期間 

  令和８年４月１日～令和 10 年３月 31 日までの２年間とします。 

 

５ 応募資格 

 (1) 応募資格は次の要件を全て満たすものとします。 

  ア 指定期間中、当該施設を安定して管理運営できる団体（法人格の有無は問わず、任

意の団体も可）であること。 

  イ 市税、法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

  ウ 当該施設を管理するに当たって資格や免許が必要な場合は、その資格等を有してい

ること。 

  エ 法人その他の団体又はその代表者（以下「団体等」という。）が、次の事項に該当し

ないこと。 

   (ｱ) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の４

第１項に規定する一般競争入札に参加できない団体等又は同条第２項各号のいずれ

かに該当すると認められる団体等  

   (ｲ) 本市から指名保留又は指名停止措置を受けている団体等 

   (ｳ) 法第244条の２第11項の規定による指定管理者の指定の取消しから５年を経過し

ていない団体等 

   (ｴ) 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等の規

定に基づき更生又は再生手続を行っている団体等 

   (ｵ) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする

団体等 

   (ｶ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体等 

  オ 法人その他の団体又はその代表者等（法人である場合にはその法人の役員又はその

支店若しくは営業所等（常時業務等の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者

を、法人以外の団体である場合にはその団体の代表者又は役員をいう。以下同じ。）

が、次の要件に該当しないこと。 

   (ｱ) 奥州市暴力団排除条例（平成27年奥州市条例第20号）第７条第１項に規定する暴

力団関係者 

   (ｲ) 拘禁刑の執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから２年を経

過していないこと。 

  カ 直近３年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと。（必要な措置の実

施については労働基準監督署に報告済みであること。） 

キ 施設の管理運営にあたり、次に掲げる条件を満たすことが可能な団体であること。 

(ｱ) 地域の実情把握による円滑な管理運営 

(ｲ) 緊急時における対応の迅速化 

(ｳ) 地域の活性化、雇用等の創出 

 (2) 本市指定管理者の選定に当たっては、法第92条の２、法第142条、法第166条第２項、

法第180条の５第６項及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第７条の２第11項に

規定する兼業禁止の規定を準用させるものとします。 

 (3) 指定管理開始前及び開始後において、資格を失効又は取得できず、市が指定を取り消

すことになる場合は、その損害の賠償を請求する場合があります。 
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  ※ 共同事業体（複数の法人・団体により構成する企業連合等）の場合の注意事項 

   ① 複数の法人・団体により構成する共同事業体も可能としますが、同一の法人・団

体が同一の施設に応募する複数の共同事業体へ参加することはできません。 

   ② 共同事業体で応募する場合は、代表する法人（以下「代表構成員」という。）を

定めていただきます。 

   ③ 法人格を持たない団体については、共同事業体の構成員となることはできますが

、代表構成員になることはできません。 

   ④ 上記(1)のア、イ、オ及びカ並びに(2)については、共同事業体の各構成員が全て

満たすものとします。 

   ⑤ 上記(1)のウについては、共同事業体の構成員のいずれかが満たすものとします。 

   ⑥ 構成員が応募資格を喪失した場合、共同事業体としても応募資格を喪失したもの

とします。 

   ⑦ 共同事業体は、やむをえない事由を除きその構成員を変更することができません

。 

   ⑧ 奥州市が代表構成員に対して行った行為は、当該共同事業体全ての構成員に対し

て行われたものとみなします。 

 

６ 指定管理に関する経費（経費負担区分等の詳細は、仕様書に定めるとおり。） 

  指定管理者は、指定期間中の会計年度ごとに、市が支払う指定管理料と指定管理者の収

入となる利用料金により、上記管理基準及び業務の範囲に定める全ての管理運営を行いま

す。 

 (1) 指定管理料の上限額（税込） 

   金110,890千円／２年（令和８年４月１日から令和10年３月31日まで） 

   ※ 上記金額積算における消費税率は、10％としています。 

 (2) 指定管理料の支払方法 

  ア 指定管理者に支払う管理業務に係る指定管理料は、事業計画書及び収支計画書にお

いて提示のあった金額を踏まえ、市の予算の範囲内で市と協議を行い、基本協定書で

定めるものとします。 

  イ 具体的な指定管理料の支払方法等については、年度当初に事業計画書及び収支計画

書において提示のあった金額を踏まえ、市の予算の範囲内で指定管理者と協議を行い

、会計年度毎に年度協定書にて定めるものとします。 

 (3) 指定管理料等の精算（取扱い） 

   当初収支予算の指定管理料、利用料金、指定事業収入、その他指定管理業務の実施に

伴い見込まれる収入の精算（取扱い）については、下記のとおりとします。 

  ア 経費の節減等経営努力により生み出された指定管理料の剰余金については、協定に

より精算すべきものと定めたものを除き、原則として精算を行わないものとし、指定

管理者の利益とします。 

  イ 本来行うべき業務を行わなかったため費用が減少し、利益が生じたと認められる場

合にあっては、当該年度又は当該翌年度の指定管理料を減額する方法若しくは、協議

のうえ市の定める方法により指定管理料を還元させることができるものとします。 

  ウ 利用料金収入の減少等、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合でも、原

則として補填は行いません。 
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 (4) 管理口座・区分経理 

   指定管理業務に係る経理は、専用の口座で管理してください。 

   また、指定管理業務に係る経理、自主事業に係る経理及びその他の業務に係る経理を

区分して整理してください。 

 (5) 納税義務について 

   指定管理者は、①法人等にかかる市民税、②新たに設置した事業用資産にかかる固定

資産税（償却資産）等の納税義務者となる可能性がありますので、詳細は、奥州市財務

部税務課にお問い合わせください。 

   なお、法人税、消費税等の国税については水沢税務署、法人等にかかる県民税・事業

税等の県税については、岩手県県税部へお問い合わせください。 

 

７ 指定管理者の審査・選定・指定の方法 

 (1) 基本的な考え方 

   公の施設（以下、「施設」という。）は、住民の福祉を増進する目的を持って、住民の

利用に供するために普通地方公共団体が設けるものです。 

   指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、施

設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとと

もに、コストの節減等を図ることを目的とするものです。 

   そこで、指定管理者制度の趣旨や施設ごとの設置目的を十分に理解し、公正かつ適正

な管理運営の下、より効果的、効率的に管理運営を行うことができる指定管理者の候補

者を選定するため、次のとおり審査方法等を定めます。 

 (2) 審査・指定方法 

   提出された申請書の審査については、応募資格等に該当するかどうかを施設所管課等

において確認を行い、応募資格等に該当する応募者について、必要に応じてヒヤリング、

プレゼンテーション等により事業計画書等の内容を審査し、指定管理者候補者の選定を

行います。 

   審査は、８名以内で構成する奥州市指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」とい

う。）において非公開で行います。 

   指定管理者候補者選定後、議会の議決を経て市長が指定管理者を決定することとなり

ます。 

(3) 指定管理者候補者選定基準 

   指定管理料に係る提案額が６(1)に定める上限額を超えないことと併せ、次の基準によ

るものとします。 

  ア 利用者の平等な利用が確保されること。 

  イ 施設の効用が最大限に発揮されること。 

  ウ 住民サービスの向上が図られること。 

  エ 施設の設置目的に合致した適切な管理運営が行われること。 

  オ 施設管理経費の縮減が図られること。 

  カ 事業計画書に沿った管理を安定して行う人的又は物的能力を有すること。 

  キ その他、施設の性質、目的等に応じて定める基準を満たしていること。 
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 (4) 審査・指定結果 

   審査結果及び選定・不選定の理由は、後日応募団体へ通知します。 

また、選定した候補者の氏名及び住所、応募者の名称（五十音順に記載）、審査点（点

数順に記載。ただし、応募者が２者の場合、次点者の審査点は公表しない。）などの審査

結果並びに指定結果については、市ホームページ等で公表します。 

 

８ 協定書の締結 

  市議会の指定議案の議決後、市と指定管理者との協議に基づき、指定期間における基本

的な事項を包括的に定めた「基本協定」及び年度ごとの「年度協定」を締結します。 

  また、著しい経営環境の変化や、協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生

じた場合は、改めて協議します。 

  なお、指定管理者が共同事業体となった場合は、協定の締結時に構成員全員の同意書を

提出していただきます。 

 

９ 指定までのスケジュール 

 (1) 募集要項の公表・配布 

  ア 市ホームページへの公表 

    令和７年８月29日(金)から令和７年９月30日(火)まで 

  イ 市役所での配布 

    令和７年９月１日(月)から令和７年９月30日(火)までの平日午前９時から午後５時

まで 

    配布場所：奥州市協働まちづくり部生涯学習スポーツ課（江刺総合支所１階） 

    配布資料 

     ① 本募集要項及び仕様書 

     ② 前沢ふれあいセンター概要書、施設平面図、指定管理区域図 

     ③ 指定管理者指定申請書（規則様式） 

     ④ 事業計画書（別紙１） 

     ⑤ 自主事業計画書（別紙２） 

     ⑥ 収支予算書(総括表)（別紙３-１）、収支予算内訳書（別紙３-２） 

     ⑦ 団体等概要書（別紙４）（共同事業体の場合）（別紙４-１、４-２） 

     ⑧ 申請団体役員名簿（別紙５） 

     ⑨ 誓約書（別紙６） 

 (2) 説明会・現地見学会の開催 

   開催日時：令和７年９月８日(月)午前10時から正午まで 

   集合場所：前沢ふれあいセンター 

   申込方法：参加を希望する場合は、「前沢ふれあいセンター指定管理者応募説明会参

加申込書（別紙７）」に必要事項を記入し、持参又は郵送、電子メールのい

ずれかで、下記書類提出先へ令和７年９月４日(木)午後５時（必着）までに

お申込みください。参加人数は、各団体３名以内とします。 

       なお、事前の連絡がない場合は、説明会・現地見学会の参加をお断りする場

合があります。また、参加希望者多数の場合は、当方で日程、時間等を調整

させていただく場合があります。 
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 (3) 質問受付期間 

   受付期間：令和７年９月１日(月)から令和７年９月29日(月)までの平日午前９時から

午後５時まで 

   受付方法：「前沢ふれあいセンター指定管理者の応募に関する質問書（別紙８）」に

質疑趣旨を簡潔にまとめて記入し、下記提出先まで持参又は郵送、電子メー

ルのいずれかで、期間内に送付（郵送の場合は必着）してください。受付期

間外の提出及び適正な手続きによらない照会（口頭、電話等）には回答いた

しません。 

       なお、共同事業体で応募する場合は、代表団体がとりまとめのうえ、質疑し

てください。 

   回答方法：質問及び回答は、市のホームページ及び生涯学習スポーツ課で公表します。 

       なお、回答内容は、募集要項等の追加又は修正とみなすものとします。 

 (4) 申請書受付期間 

   受付期間：令和７年９月１日(月)から令和７年９月30日(火)までの平日午前９時から

午後５時まで 

   提出方法：申請書を提出される場合は、上記受付期間中に生涯学習スポーツ課へ直接

持参してください。郵送、ＦＡＸ、電子メール等による受付はいたしません。 

 (5) 審査・通知等 

  ◆ 選定委員会開催（提案内容審査、プレゼンテーション等） 令和７年10月下旬頃 

  ◆ 選定結果の通知・公表・指定管理者候補者との事前協議  令和７年11月中旬頃～ 

  ◆ 市議会へ指定議案・債務負担行為設定議案を上程     令和７年12月上旬頃 

  ◆ 指定の通知                      令和７年12月中旬頃 

  ◆ 基本協定書の締結                   令和８年２月中旬頃 

  ◆ 事務引継ぎ・トレーニング               令和８年２月～３月 

  ◆ 年度協定書の締結                   令和８年３月中旬頃 

 

10 応募手続等 

 (1) 申請書類等の提出方法等 

  ・ 市のホームページ又は奥州市役所江刺総合支所１階協働まちづくり部生涯学習スポ

ーツ課で書類を入手し、生涯学習スポーツ課へ直接提出してください（郵送、ＦＡＸ、

電子メール等による送付、受付はいたしません）。 

  ・ 応募に要する経費は全て応募者の負担となります。 

  ・ 応募者から提出された書類は、公正な競争を妨げないようにするため、申請書受付

期間内は非公開とするとともに、一度提出された事業計画や管理運営費等の根幹に関

わる内容の変更は、認めません。 

    なお、提出された文書については、情報公開の対象文書となりますので、情報公開

請求者の求めがあった場合には、奥州市情報公開条例及び奥州市長が保有する行政文

書の開示等に関する規則の規定に基づき公開することとなります。 
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 (2) 提出書類 

  提出書類：〔参考資料１〕「指定管理者指定申請に係る提出書類一覧」のとおり。 

  提出部数：正本１部、副本９部 

  ※ 応募により知り得た個人情報は、審査項目を確認する以外の目的で一切使用しませ

ん。 

 (3) 応募に関する留意事項 

  ア 不当な接触の禁止 

    選定委員会委員、本件業務に従事する市職員並びに本件関係者に対し、本提案につ

いての不当な接触（現場説明会・面接・応募に関する質問等の正当な行為を除く。）

を禁じます。不当な接触の事実が認められた場合には、失格とします。 

  イ 虚偽の記載をした場合の取扱い 

    応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

  ウ 応募書類の取り扱い 

    応募書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

  エ 応募の辞退 

    応募受付後に辞退する場合は、指定管理者指定申請に対する辞退届（別紙９）を提

出してください。 

  オ 提出書類の著作権 

    奥州市が提示する設計図書等の著作権は奥州市及び作成者に帰属し、申請者の提出

する書類の著作権はそれぞれの申請者に帰属します。なお、必要と認めるときは、奥

州市は提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

  カ 資料等の目的外使用の禁止 

    奥州市が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。

また、この検討の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対して、

これを使用させたり、又は内容を提示することを禁じます。 

  キ 追加書類の提出 

    奥州市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあります。 

 

11 問い合わせ先及び書類の提出先 

  奥州市協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係 

  〒023－1192 岩手県奥州市江刺大通り１番８号 

  電 話：０１９７－３４－２４９７（直通） 

  ＦＡＸ：０１９７－３５－７４６６ 

  E-mail：shousupo@city.oshu.iwate.jp 

  担当者：村上 
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〔参考資料１〕 

 

指定管理者指定申請に係る提出書類一覧 

１ 

指定管理者指定申請書（奥州市公の施設に係る指

定管理者の指定手続に関する条例施行規則に定

める様式） 

 

２ 事業計画書（別紙１）  

３ 自主事業計画書（別紙２） 
*企画提案事業を募集要項にて定めている 

場合は必ず提出願います。 

４ 
収支予算書(兼指定管理料提案書)（別紙３-１） 

収支予算内訳書（別紙３-２） 
 

５ 

団体等概要書（別紙４） 
*パンフレット等があれば一緒に添付して

ください。 

共同事業体構成員表（別紙４-１） 

共同事業体構成員概要書（別紙４-２） 

*共同事業体の場合（概要書は構成員全て

） 

６ 申請団体役員名簿（別紙５） *共同事業体の場合は構成員全て 

７ 誓約書（別紙６） *共同事業体の場合は構成員全て 

８ 

申請書の提出日の属する事業年度の前年におけ

る事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目

録その他経営の状況を明らかにする書類 

*前年の実績（法人以外の団体にあっては

これらに準ずる書類。）ただし、申請日の

属する事業年度に設立された団体等にあ

っては、その設立時における財産目録（法

人以外の団体にあってはこれらに準ずる

書類。） 

*共同事業体の場合は構成員全て 

 

※ 上記書類のほか、必要に応じて別途書類を追加提出いただく場合があります。 

※ 指定された様式以外の書類の場合は、受理できませんので御注意ください。 

※ 「説明会参加申込書」、「質問書」については、別途、期限内に提出してください。 
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〔参考資料２〕 

 

  ○奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平成18年奥州市条例第91

号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２

第３項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （指定管理者の公募） 

第２条 市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）は、指定管理者に公の施設（以下

「施設」という。）の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定

管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団体」という。）を公募するも

のとする。ただし、施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長等

が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

 (1) 指定管理者が管理を行う施設の名称及び所在地 

 (2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

 (3) 指定管理者に管理を行わせる期間 

 (4) 申請の方法 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項 

 （指定管理者の指定の申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類

を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならない。 

 (1) 申請を行う団体が申請の資格を有していることを証する書類 

 (2) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類 

 (3) 施設の管理に係る事業計画書及び収支計画書 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類 

 （侯補者の選定） 

第４条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体（申請の資格を有する

ものに限る。）について、次に掲げる選定の基準に照らして審査し、当該申請に係る施設

の指定管理者の候補者（以下「侯補者」という。）を選定するものとする。 

 (1) 当該申請が、住民の平等な利用が確保されるものであること。 

 (2) 当該申請が、施設の効用を最大限に発揮できるものであり、住民サービスの向上を図

ることができるものであること。 

 (3) 当該申請が、施設の適切な維持管理を図ることができるものであること。 

 (4) 当該申請が、施設管理経費の縮減が図られるものであること。 

 (5) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人的又は物的能力を有していること又は確保

する見込みがあること。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が当該施設の性質、目的等に応じて定める基準を

満たしていること。 

 （指定管理者の指定） 

第５条 市長等は、前条の規定により侯補者として選定された団体について、法第244条の２

第６項に規定する議会の議決を得たときは、当該候補者として選定された団体を指定管理

者に指定するものとする。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

第６条 指定管理者は、法第244条の２第７項の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に、そ

の管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出し

なければならない。ただし、年度の途中において第８条第１項の規定により指定を取り消

されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の

事業報告書を提出しなければならない。 
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 (1) 管理業務の実施及び利用の状況 

 (2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績 

 (3) 管理に係る経費の収支状況 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項 

 （業務報告の聴取等） 

第７条 市長等は、法第244条の２第10項の規定に基づき、施設の管理の適正を期するため、

指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告

を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 （指定の取消し等） 

第８条 市長等は、法第244条の２第11項の規定に基づき、指定管理者が前条の指示に従わな

いときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続す

ることができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の

全部若しくは一部の停止を命じることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の

停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。 

 （原状回復義務） 

第９条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第１項の規定により指定を

取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたと

きは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければなら

ない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。 

 （損害賠償義務） 

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を汚損し、

損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することがで

きる。 

 （秘密保持義務） 

第11条 指定管理者の役員及び職員並びにその管理する施設の業務に従事している者（以下

「従事者」という。）は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業

務以外に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事

者の職務を退いた後においても、同様とする。 

 （委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成18年２月20日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市公の施設に係る指定管理者の指定手

続に関する条例（平成17年水沢市条例第20号）、江刺市公の施設に係る指定管理者の指定

手続に関する条例（平成16年江刺市条例第41号）、公の施設に係る指定管理者の指定手続

等に関する条例（平成17年前沢町条例第12号）、公の施設に係る指定管理者の指定手続に

関する条例（平成17年胆沢町条例第22号）又は衣川村公の施設に係る指定管理者の指定手

続に関する条例（平成17年衣川村条例第11号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす 
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  ○奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則（平成18年奥州市

規則第67号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平成18年

奥州市条例第91号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （公募の方法） 

第２条 条例第２条本文の規定による公募は、公告、市の広報紙への掲載、インターネット

の利用その他広く住民及び団体に周知することのできる方法によって行うものとする。 

２ 条例第２条第５号の規定による市長等が特に必要と認める事項は、次に掲げるものとす

る。 

 (1) 公の施設（以下「施設」という。）の概要 

 (2) 申請を受け付ける期間 

 (3) 条例第３条第１号から第３号までに掲げる書類等の内容 

 (4) 条例第４条各号に掲げる選定の基準 

 (5) 施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する事項（利用料金を指定

管理者の収入として収受させる場合に限る。） 

 （申請の書類） 

第３条 条例第３条の規定による申請は、指定管理者指定申請書（別記様式）によるものと

する。 

 （指定管理者選定委員会の設置） 

第４条 市長は、条例第４条の規定により指定管理者の候補者（以下「侯補者」という。）

を選定するときは、指定管理者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置するものと

する。 

２ 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （選定結果の通知） 

第５条 市長は、条例第４条の規定により侯補者を選定したときは、申請を行った団体（以

下「申請団体」という。）に対し、速やかに、その結果及び選定経過を通知しなければな

らない。 

 （再度の選定） 

第６条 市長は、前条の規定による通知をした後、条例第４条の規定により選定した侯補者

を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じ

たときは、申請団体（候補者を除く。）の中から委員会の選定結果で次順位となったもの

を候補者として選定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により再度候補者を選定したときは、当該団体に対し、速やかに、

その結果を通知しなければならない。 

 （協定の締結等） 

第７条 市長は、条例第５条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指

定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と施設の管理に関する協定を締結しなけれ

ばならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 施設の管理の業務に関する事項 

 (2) 利用料金に関する事項（第２条第２項第５号に規定する場合に限る。） 

 (3) 市が支払うべき施設の管理に係る費用に関する事項 

 (4) 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第７項の規定に

よる事業報告に関する事項 

 (5) 法第244条の２第10項の規定による業務又は経理の状況に関する報告、調査又は指示に

関する事項 

 (6) 法第244条の２第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停

止に関する事項 
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 (7) 指定管理者が施設の管理を行わなくなったときの当該施設又は設備の原状回復に関す

る事項 

 (8) 指定管理者が施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときの市長の指示すると

ころによる損害賠償に関する事項 

 (9) 指定管理者が施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

 (10)指定管理者に、その名称、住所等の変更が生じたときの届出に関する事項 

 (11)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （告示） 

第８条 市長は、条例第５条の規定により指定管理者の指定をしたとき、条例第８条の規定

により当該指定を取り消したときその他指定管理者に重要な変更があったときは、遅滞な

く、その旨を告示しなければならない。 

 （補則） 

第９条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成18年２月20日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市公の施設に係る指定管理者の指定手

続に関する条例施行規則（平成17年水沢市規則第20号）、江刺市公の施設に係る指定管理

者の指定手続に関する条例施行規則（平成17年江刺市規則第３号）、公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成17年前沢町規則第16号）、公の施設に係

る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則（平成17年胆沢町規則第21号）又は衣川村

公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則（平成17年衣川村規則第４号）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりな

されたものとみなす。 

 

様式（第３条関係） 略 
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〔参考資料３〕 

   

  ○奥州市前沢ふれあいセンター条例（平成18年奥州市条例第121号） 

（設置） 

第１条 地域の文化の向上及び福祉の増進を図るため、前沢ふれあいセンター（以下「セン

ター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

前沢ふれあいセンター 奥州市前沢字七日町裏 104 番地 

（センターの管理） 

第３条 センターの管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平

成 18 年奥州市条例第 91 号）第５条の規定に基づき、市長が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）にこれを行わせることができる。 

（休館日） 

第４条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、

これを変更することができる。 

(1) 月曜日 

(2) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

（開館時間） 

第５条 センターの開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、市長が必要と

認めるときは、これを変更することができる。 

（使用の許可） 

第６条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受

けた事項を変更するときも、同様とする。 

２ 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことが

できる。 

３ 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第１項の許可をしな

いものとする。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第７条 市長は、前条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のいず

れかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第２項の条件を変

更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命じることができる。 

(1) この条例の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第１項の規定による許可を受けたとき。 

(3) 前条第２項の規定に基づく条件に違反したとき。 
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(4) センターの管理上必要があると認めるとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。 

（使用料） 

第８条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、附属の設備を使用する使用者は、規則で定める使用料を納付

しなければならない。 

（利用料金） 

第９条 市長は、センターの管理を第３条の規定により指定管理者に行わせる場合において

適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において

指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承

認を受けなければならない。 

（使用料の減免） 

第 10 条 市長（指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。以下次条に

おいて同じ。）は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ（指定管理者が利用料

金を収受する場合においては、第 14条第３項の規定により定めた基準によるところ。以下

次条において同じ。）により使用料（指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利

用料金。以下次条において同じ。）を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第 11 条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（原状回復） 

第 12 条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若し

くはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければなら

ない。 

（損害賠償等） 

第 13 条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、

原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者の業務） 

第 14 条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。 

(1) 第４条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。 

(2) 第５条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。 

(3) 第６条第１項の許可を行うこと。 

(4) 第６条第２項の規定に基づき、同条第１項の許可に条件を付すこと。 

(5) 第６条第３項の規定に基づき、同条第１項の許可をしないこと。 

(6) 第７条の規定に基づき、第６条第１項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しく
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はその条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命じること。 

(7) 第９条第１項の規定に基づき、利用料金を収受すること。 

(8) 第 10 条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。 

(9) 第 11 条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。 

(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関すること。 

２ 指定管理者は、前項第１号又は第２号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に

届け出なければならない。 

３ 指定管理者は、第１項第４号から第６号まで、第８号及び第９号の行為に関する基準を

定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更

するときも、同様とする。 

（委任） 

第 15 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 18 年２月 20 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の前沢町ふれあいセンター条例（平成２年前

沢町条例第７号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

附 則（平成 19年 12 月 18 日条例第 37 号） 

この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29年６月 26 日条例第 17号） 

この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年 12 月９日条例第 38 号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（使用料に関する経過措置） 

２ 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に使用されるこれらの条例に規定する公の施設（以下「公の施設」という。）に係る使用料

について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前

の例による。 

（利用料金に関する経過措置） 

３ この条例の施行の際現に指定管理者（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の

２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に利用料金（同条第８項に規定する利

用料金をいう。以下同じ。）を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に

使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管

理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改
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正後のそれぞれの条例の規定による額とする。 

 

別表（第８条、第９条関係） 

使用区分 使用料（単位：円） 

午前９時から 午後１時から 午後５時

から 

午後１時

まで 

午後５時

まで 

午後９時

まで 

午後５時

まで 

午後９時

まで 

午後９時

まで 

ホール 入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

土曜日及

び休日 

10,500 21,000 34,100 10,500 23,600 13,100 

その他の

日 

8,800 17,600 28,600 8,800 19,800 11,000 

1,000 円以

下 の 入 場

料 を 徴 収

する場合 

土曜日及

び休日 

13,600 27,300 44,300 13,600 30,600 17,000 

その他の

日 

11,400 22,800 37,100 11,400 25,700 14,300 

1,000 円を

超え 2,000

円 以 下 の

入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

土曜日及

び休日 

15,700 31,500 51,100 15,700 35,400 19,600 

その他の

日 

13,200 26,400 42,900 13,200 29,700 16,500 

2,000 円を

超え 3,000

円 以 下 の

入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

土曜日及

び休日 

18,900 37,800 61,300 18,900 42,400 23,500 

その他の

日 

15,800 31,600 51,400 15,800 35,600 19,800 

3,000 円を

超 え る 入

場 料 を 徴

収 す る 場

合 

土曜日及

び休日 

21,000 42,000 68,200 21,000 47,200 26,200 

その他の

日 

17,600 35,200 57,200 17,600 39,600 22,000 

第１楽屋 550 1,100 1,900 550 1,300 820 

第２楽屋 550 1,100 1,900 550 1,300 820 

第３楽屋 550 1,100 1,900 550 1,300 820 

リハーサル室（１時間につき） 200 200 200 200 200 200 

第１研修室（１時間につき） 200 200 200 200 200 200 
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第２研修室（１時間につき） 200 200 200 200 200 200 

第１和室（１時間につき） 200 200 200 200 200 200 

第２和室（１時間につき） 200 200 200 200 200 200 

ホワイエ（１時間につき） 200 200 200 200 200 200 

エントランスホール（１時間に

つき） 

200 200 200 200 200 200 

野外ステージ（１回につき） 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

備考 

１ 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場

の対価として徴収する金銭をいう。 

２ 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日、12 月 29 日から 31 日までの日、１月２日及び１月３日をいう。 

３ 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は、行

わないものとする。 

４ 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。 

５ 入場料を徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的でホールを使用する

場合は、3,000 円を超える入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。 

６ リハーサル室、研修室、和室、ホワイエ、エントランスホール又は野外ステージに

おいて、入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合

は、この表に定める額の３倍の額とする。 

７ ホールを専ら準備、撤去又は練習のために使用する場合は、この表に定める額の２

分の１の額（10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とする。 

８ 冷暖房を使用する場合は、ホールについては入場料を徴収しない場合の使用料の額

の２分の１の額を、楽屋については使用料の額の２分の１の額を、１時間当たりの使

用料が定められている施設については１時間につき 100 円を加算した額とする。この

場合において、10 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 

９ １時間当たりの使用料が定められている施設において、使用時間に１時間未満の端

数が生じた場合は、１時間とする。 

10 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、

その超える時間１時間につき、午前９時前の場合及び午前９時から午後１時までの場

合は午前９時から午後１時までの、午後１時から午後５時までの場合は午後１時から

午後５時までの、午後５時から午後９時までの場合及び午後９時後の場合は午後５時

から午後９時までの使用料の額（備考６の適用がある場合は、その適用後の額）の１

時間当たりの額を加算した額とする。この場合において、その超える時間に１時間未

満の端数が生じた場合は、１時間とする。 

11 減免により 10 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 
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○奥州市前沢ふれあいセンター条例施行規則（平成18年奥州市規則第81号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、前沢ふれあいセンター条例（平成 18 年奥州市条例第 121 号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用許可の申請） 

第２条 条例第６条第１項の規定による許可（以下「許可」という。）を受けようとする者（以

下「使用者」という。）は、前沢ふれあいセンター使用許可申請書（様式第１号）又は前沢

ふれあいセンター使用変更（取消）許可申請書（様式第２号）を市長に提出しなければな

らない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。 

２ 前項に規定する申請書の提出は、当該施設を使用しようとする日の６月前から７日前ま

でにしなければならない。ただし、市長が当該施設の管理上支障がないと認めるときは、

この限りでない。 

（許可の条件） 

第３条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。 

(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。 

(2) 使用を終了したとき、又は条例第７条の規定により使用の許可を取り消されたときは、

速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。 

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火

薬、凶器等の危険物を携帯する者等で前沢ふれあいセンター（以下「センター」という。）

内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを使用施設内に入場させないこ

と。 

（許可書の交付） 

第４条 市長は、許可をしたときは、前沢ふれあいセンター使用許可書（様式第３号）又は

前沢ふれあいセンター使用変更（取消）許可書（様式第４号）を使用者に交付するものと

する。 

（許可書の提示） 

第５条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならな

い。 

（使用許可時間） 

第６条 センターを使用できる時間は、使用の許可を受けた時間内とし、本来の使用目的に

要する時間のほか、その準備及び整理整とんに要する時間を含めたものとする。 

２ 使用者は、許可なく使用許可時間を繰上げ、又は延長することはできない。 

３ 使用者が、特別の理由により使用許可時間を繰上げ、又は延長しなければならないとき

は、前沢ふれあいセンター使用許可時間繰上（延長）承認申請書（様式第５号）を市長に

提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により繰上げ又は延長の承認をしたときは、前沢ふれあいセンター

使用許可時間繰上（延長）承認通知書（様式第６号）を使用者に交付する。 

（使用料の納付） 



 

23 

第７条 使用料は、前納しなければならない。ただし、条例別表備考８の規定により冷暖房

を使用する場合に加算する額及び別表に定める附属設備の使用料（以下これらを「冷暖房

等使用料」という。）は、市長が指定する時期に納付しなければならない。 

２ 使用料は、納入通知書その他市長が指示するところにより納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 条例第 10 条の規定による使用料の減額又は免除（以下「減免」という。）は、次の

場合とする。 

(1) 市及び市が設置する委員会等が使用する場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 

２ 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定するホール以外の使用区分の減免は、奥州市

公の施設使用料減免規則（令和２年奥州市規則第 39 号。以下「減免規則」という。）の定

めるところによる。この場合において、減免規則別表第１及び別表第３の規定中「基本使

用料」とあるのは「使用料（冷暖房等使用料を除く。）」と、「付加使用料」とあるのは「冷

暖房等使用料」とする。 

３ 減免を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、前沢ふれあいセンター使用料減

免申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、減免を決定したときは、前沢ふれあいセンター使用料減免決定通知書（様式第

８号）を申請者に交付するものとする。 

（使用料の還付） 

第９条 条例第 11 条のただし書の規定による使用料の還付（以下「還付」という。）は、次

の場合とする。 

(1) 条例第７条第４号又は第５号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。 

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 

２ 還付を受けようとする者（以下「請求者」という。）は、前沢ふれあいセンター使用料還

付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、還付を決定したときは、前沢ふれあいセンター使用料還付決定通知書（様式第

10 号）を請求者に交付するものとする。 

（使用等の打合せ） 

第 10 条 使用者は、センターの施設等を使用するときは、使用日前５日までに、職員とその

使用方法その他必要な事項を打合せするとともに、次の書類等を提出しなければならない。 

(1) 入場券、整理券、会員券等を発行する場合 その見本と発行枚数 

(2) ホールを使用する場合 プログラム又は式次第等その他の使用の順序及び内容等を明

らかにする書類 

（責任者の設置） 

第 11 条 使用者は、使用に係る規律を保持するため、あらかじめ責任者を定めておかなけれ

ばならない。 

（職員の指示等） 
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第 12 条 使用者は、センターの施設等の使用については、すべて職員の指示に従わなければ

ならない。 

２ 使用者は、センター管理上の必要により職員が使用施設に立ち入る場合は、これを拒む

ことができない。 

（特別の設備等） 

第 13 条 使用者は、特別の設備又は備付けの器具以外の器具を使用する場合は、事前に当該

設備等の内容を記載した仕様書を提出し、市長の許可を受けなければならない。 

（行為の禁止） 

第 14 条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。 

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。 

（施設等の汚損等の届出） 

第 15 条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に

届け出てその指示を受けなければならない。 

（読替え） 

第 16 条 条例第３条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、こ

の規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替え

るものとする。 

２ 条例第９条第１項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、この

規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。この場合にお

ける第７条に規定する手続については、指定管理者が定めるところによる。 

（補則） 

第 17 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 18 年２月 20 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の前沢町ふれあいセンター条例施行規則（平

成２年前沢町規則第 19号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の

相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成 20年２月 20 日規則第４号） 

この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年 12月 25 日規則第 40号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使

用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

 

別表（第７条関係） 

附属設備の使用料 

区分 単位 使用料（円） 備考 

舞台設

備 

音響反射板 一式１回につき 2,750  

スクリーン １張１回につき 1,100  

平台 １台１回につき 110  

松羽目 一式１回につき 770  

金屏風 １双１回につき 1,100  

演台 一式１回につき 550 花台・脇台込み 

司会者台 １台１回につき 220  

指揮者台 一式１回につき 220 譜面台込み 

譜面台 １台１回につき 50  

地絣り １枚１回につき 660  

紗幕 １枚１回につき 770  

上敷き（大） １枚１回につき 110  

上敷き（小） １枚１回につき 50  

緋毛せん １枚１回につき 110  

移動式黒板 １台１回につき 220  

舞台用長机 １台１回につき 110  

舞台用椅子 １脚１回につき 50  

16 ミリ映写機 １台１回につき 2,200  

ピアノ（フルコンサー

ト） 

１台１回につき 3,300 調律代を含まず 

姿見 １台１回につき 220  

スモークマシン １台１回につき 550  

めくり台 １台１回につき 110  

箱馬 １台１回につき 50  

開き足 １台１回につき 100  

照明設

備 

ボーダーライト １列１回につき 660  

サスペンションライ

ト 

１列１回につき 660  
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シーリングライト 一式１回につき 660  

フロントライト 一式１回につき 660  

フットライト １列１回につき 330  

トーメンタルライト 一式１回につき 440  

アッパーホリゾント

ライト 

１列１回につき 550  

ロアーホリゾントラ

イト 

１列１回につき 550  

センターピンスポッ

ト 

１台１回につき 1,100  

ストリップライト １台１回につき 220  

フットスポットライ

ト 

１台１回につき 110  

エフェクトマシン 一式１回につき 660  

ストロボスコープ 一式１回につき 660  

ミラーボール １台１回につき 330  

スポットライト（１キ

ロワット） 

１台１回につき 220  

スポットライト（500

ワット） 

１台１回につき 110  

ソースフォー １台１回につき 550  

音響設

備 

拡声装置 一式１回につき 1,650  

３点吊マイク装置 １基１回につき 550  

ステージスピーカー 一式１回につき 550  

はね返りスピーカー 一式１回につき 550  

ダイナミックマイク １本１回につき 330  

コンデンサーマイク １本１回につき 440  

ワイヤレスマイク装

置 

１チャンネル１回に

つき 

550  

テープレコーダー １台１回につき 660  

カセットテープレコ

ーダー 

１台１回につき 440  

レコードプレーヤー １台１回につき 440  

CD プレーヤー １台１回につき 440  

サブミキサー卓 １台１回につき 550  

研修室音響セット 一式１回につき 550 有線マイク２本付き 

CD レコーダー １台１回につき 660  
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その他 プロジェクター １台１回につき 550  

展示パネル １枚１日につき 50  

ピアノ（アップライ

ト） 

１台１回につき 220  

持込電気機器 １キロワット当たり

１回につき 

110  

移動式スクリーン １台１回につき 550  

備考 

１ 使用回数は、展示パネルを除き、ホール及び楽屋（以下「ホール等」という。）におい

ては午前９時から午後１時まで、午後１時から午後５時まで、及び午後５時から午後９時

までをそれぞれ１回として計算し、ホール等以外の施設においては４時間までを１回、８

時間までを２回、８時間を超える場合を３回として計算する。 

２ 使用する時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された時間を超える場合は、

その超える時間１時間までごとに、使用料の 100 分の 30 の額を徴収する。ただし、展示

パネルを除く。 

３ この表により算出した使用料の額に 10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

様式第１号(第２条関係)～様式第10号(第９条関係) 略 

 

 

 


